
      第３回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議 次第 

 

 
                        日時 令和 2 年 3 月 30 日 16:15～ 
                        場所 第二分庁舎 6 階 災害対策本部室 
 
１ 開会（くらし安全防災局長） 

 

２ 本部長あいさつ 

 

３ 議題 

 (１)国・県の動向 

(２)新型コロナウイルス感染症の神奈川県対処方針（案）について 

 

４ その他 
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新型コロナウイルス感染症拡大による医療崩壊を防ぐための会議 

出席者名簿 

神奈川県知事   黒岩 祐治 

横浜市長  林 文子 

川崎市副市長   加藤 順一 

相模原市健康福祉局長  小林 和明 

横須賀市副市長  永妻 和子 

藤沢市副市長   小野 秀樹 

小田原市長（神奈川県市長会 副会長） 加藤 憲一 

湯河原町長（神奈川県町村会 会長）  冨田 幸宏 

公益社団法人神奈川県医師会 会長  菊岡 正和 

公益社団法人神奈川県病院協会 会長  新江 良一 
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新型コロナウイルス感染症の拡大を見据えた

現場起点の医療体制「神奈川モデル」について

2020/3/27（金）

資料１－１
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フェーズ0

現在
フェーズ1

移行期
フェーズ2

蔓延期

重症患者数
〜20人
(6人*)

20〜100人 100〜300人

中等症患者数
〜100人
(27人*)

100人〜500人 500人〜2500人

新型コロナ感染症
医療体制

感染症指定医療機関
高度医療機関
重点医療機関

(軽症者の自宅・宿泊施設療養)

高度医療機関 拡充
重点医療機関 拡充

軽症者の自宅・宿泊施設療養

他の医療体制 平時医療継続 一部医療の抑制 一部医療抑制の継続・拡大

フェーズの捉え方

＊３月１７日時点
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感染の疑い

帰国者・接触者外来など
（医療機関）

自宅

感染症指定
医療機関など

陽性
軽症、重症問わず

回復

検査・診断

帰国者・接触者
相談センター

受診調整

現状の受診・入院フロー
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重症
人工呼吸/ECMO

中等症
酸素投与＋α

無症状・軽症
酸素投与不要

救命救急センター等
高度急性期・急性期病院

重点医療機関

自宅・宿泊施設等

各医療機関の位置付け
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神奈川県調整本部

自宅や宿泊施設等

高度医療機関
陽性

中等症

帰国者・接触者外来など
（医療機関）

回復

陽性
重症

移行期・蔓延期の緊急医療体制 「神奈川モデル」

陽性
無症状 or 軽症

感染の疑い

帰国者・接触者
相談センター

受診調整 検査・診断

患者受入・搬送等の調整

重点医療機関

拠点化

モニタリング

患者受入
搬送等の調整
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フェーズ0

現在
フェーズ1

移行期
フェーズ2

蔓延期

重症患者数 〜20人 20〜100人 100〜300人

病床確保 - 60〜300床

中等症患者数 〜100人 100人〜500人 500人〜2500人

病床確保 - 240〜2500床

新型コロナ感染症
医療体制

感染症指定医療機関
高度医療機関
重点医療機関

(軽症者の自宅・宿泊施設療養)

高度医療機関 拡充
重点医療機関 拡充

軽症者の自宅・宿泊施設療養

他の医療体制 平時医療継続 一部医療の抑制 一部医療抑制の継続・拡大

フェーズに対応した病床確保
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重点医療機関以外にも、様々な医療機関・事業者インセンティブが必要です。

•陽性患者受け入れの宿泊施設
※既に来週以降100〜1,000床分の宿泊施設を手配済

•重点病院の既存患者の受け入れ病院
•重点病院への医療人材拠出病院

•重点病院から転院してくる重症者を受け入れる高度医療機関

•陽性患者自宅療養モニタリングに協力してくれる医療機関
•陽性患者の在宅医療に協力してくれる事業者

「神奈川モデル」での重点病院実現のための協力体制について
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各市町村へのご依頼事項

刻々と状況が変わる中で、迅速で最適な
判断を下す必要があり、その上で各医療
機関や各自治体との連携は必要不可欠
です。

陽性患者が増えた場合、宿泊施設・地
域医療機関・重点医療機関等の各施
設間の搬送手段が足りなくなることが予
見されます。

調整本部への参画
陽性患者受入施設の
近隣住民への理解促進

宿泊施設

重点医療機関
高度医療機関

地域医療機関

陽性患者搬送手段の提供

陽性患者を受け入れる各重点医療機関
近隣住民の不安を解消するだけでなく、
自宅療養となった患者や宿泊施設への
風評被害を抑えるために近隣住民の理
解が必要です。

調整本部に、各自治体から適切な人材
を排出して頂き、神奈川県全体で前例
のない過去最大の危機を乗り越えるべく、
協力体制を組みましょう。

各地域での民間救急車、消防救急車
の活用が必要不可欠であるため、各機
関との調整をお願い致します。

医療提供体制や宿泊施設でのオペレー
ションなど、住民に対して安全性のご説
明をお願い致します。

調整本部

医療連携
チーム

拠点立上げ
チーム

ITチーム
搬送チーム
など

重点医療機関

高度医療機関
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新型コロナウイルス感染症対策に係る県内首長及び関係団体の決意 

新型コロナウイルス感染症は、今、世界各地で猛威を振るっています。

こうした中、県では感染が拡大しないよう、これまで相談、検査、専門医療の提

供などにしっかり取り組み、現在のところなんとか持ちこたえていますが、国内外

の状況を鑑みますと、本県においても、あるとき突然爆発的に患者が急増（オーバ

ーシュート）する事態に備えておく必要があります。

オーバーシュートが起こると、医療提供体制に過剰な負荷がかかり、適切な医療

が提供できなくなることで、新型コロナウイルス感染症の患者だけでなく、他の医

療提供体制にも大きな影響を与え、いわゆる「医療崩壊」を招くことになってしま

います。

なんとしてもこの事態は回避しなければなりません。

また、新型コロナウイルス感染症の治療に懸命に当たり、医療提供体制を支えて

いる医療従事者やそのご家族がいわれのない偏見や差別などを受けて苦しんでいる

という事実もあります。

こうした難局を乗り切り、県民のいのちを守るために、私たちは一体となって、

神奈川県調整本部を設置し、次の点を共有しながら、一日も早い新型コロナウイル

ス感染症の終息に向けて、オール神奈川で闘う決意をここに表明します。

○ 医療崩壊を絶対に防ぐために、中等症の患者を集中的に受け入れる「重点

医療機関」の設定など新たな医療体制「神奈川モデル」の推進に向けて連携

して取り組みます。

○ 医療を支えている医療従事者やそのご家族を全力で応援します。

令和２年３月 27 日 

神奈川県知事 黒岩 祐治 
横浜市長 林 文子 
川崎市長 福田 紀彦 

相模原市長 本村 賢太郎 
横須賀市長 上地 克明 

藤沢市長 鈴木 恒夫 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 

神奈川県市長会 会長 小林 常良 
神奈川県町村会 会長 冨田 幸宏 

公益社団法人神奈川県医師会 会長 菊岡 正和 
公益社団法人神奈川県病院協会 会長 新江 良一

別紙１
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住民の皆様へのお願い 

新型コロナウイルス感染症は、世界各地で急激に拡大し、国内の感染者も

1,300 人を超えました。 

神奈川県では、現在のところ、感染拡大のスピードを何とか抑制できていま

すが、あるとき突然、爆発的に患者が増加するオーバーシュートの可能性は否

定できません。 

患者数の爆発的な増加による地域医療の崩壊や、日常生活の停滞は絶対に

回避しなくてはなりません。 

また、いわゆるデマや噂などによる消費者の不安から品薄が生じ、本当に必

要な方に必要なモノが届かない事態も未だに続いています。 

重大な局面である今だからこそ、神奈川に住む皆様にも、思いを一つにして

次の行動をしていただくよう、お願いいたします。 

○ 感染拡大の防止に向けて、正しい情報に基づき、一人ひとり、特に若い方

は強い危機意識をもって行動してください。 

○ 人混みへの不要不急の外出を控え、仕事についても、できるだけ自宅でで

きるよう工夫をお願いします。 

○ 正しい情報に基づき、冷静な消費行動をお願いします。

○ 医療を支えている医療従事者やそのご家族を全力で応援してください。

令和２年３月 27 日 

神奈川県知事 黒岩 祐治 
横浜市長 林 文子 
川崎市長 福田 紀彦 

相模原市長 本村 賢太郎 
横須賀市長 上地 克明 

藤沢市長 鈴木 恒夫 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 

神奈川県市長会 会長 小林 常良 
神奈川県町村会 会長 冨田 幸宏 

公益社団法人神奈川県医師会 会長 菊岡 正和 
公益社団法人神奈川県病院協会 会長 新江 良一

別紙２
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（照会先） 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

企画第２担当  比護・宮内・石橋 

  直通  03（6257）3086 

  FAX 03（3501）3973 

e-mail  g.sinngatainnfuru.taisaku001@cas.go.jp

satoshi.higo.i3i@cas.go.jp 

fumi.miyauchi.c5b@cas.go.jp 

megumi.ishibashi.k5i@cas.go.jp 

事  務  連  絡 

令和２年３月 28日 

各都道府県 

新型コロナウイルス感染症対策担当部局 宛 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する基本的対処方針の決定について 

 本日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型インフルエンザ等対策

特別措置法第１８条第１項に規定する基本的対処方針（別添）が決定されましたの

でお知らせします。 

 各都道府県におかれては、管内市町村及び指定地方公共機関への周知を図る等

の対応をお願いします。 

資料２
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 
令和２年３月 28 日 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 
 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。しかしながら、国内においては、
すでに感染経路の不明な患者の増加している地域が散発的に発生しており、
引き続き、持ちこたえているものの、一部の地域で感染拡大が見られ、今後、
地域において、感染源が分からない患者数が継続的に増加し、こうした地域が
全国に拡大すれば、どこかの地域を発端として、爆発的な感染拡大を伴う大規
模な流行につながりかねない状況にある。さらに、世界的に患者数と死亡者数
の急激な増加が見られ、国内で発見される輸入症例も増加している。 
このような状況を踏まえ、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対

策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条
の２第１項及び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づ
き、新型コロナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働
大臣から内閣総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政
府対策本部が設置された。 
国民の生命を守るためには、高齢者等を始め、感染者数を抑えること及び医

療提供体制や社会機能を維持することが重要である。 
現時点では、国内では、未だ大規模なまん延が認められる地域があるわ

けではないが、積極的疫学調査等のまん延防止策により、各地域において
感染経路の不明な患者やクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下
「クラスター」という。）の発生を封じ込めることが、いわゆるオーバーシ
ュートと呼ばれる爆発的な感染拡大（以下「オーバーシュート」という。）
の発生を防止し、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止める
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ためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対
応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも
必要である。 
 このように、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐ
る状況を的確に把握し、国や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく
ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、ここに法第 18 条第１項に規
定する基本的対処方針（以下「基本的対処方針」という。）として、対策を
実施するにあたって準拠となるべき統一的指針を示すものである。 
なお、新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザとはウイルスも

病態も異なる感染症であることから、新型インフルエンザ等対策政府行動
計画（平成 25年６月７日閣議決定）等の既存の計画を参考にしつつも、柔
軟に対策を選択していく必要があるが、政府としては、地方公共団体、医
療関係者、専門家、事業者を含む国民の意見をくみ取りつつ、協力して直
ちに対策を進めていくこととする。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
３月 26日までに、合計 42都道府県において合計 1,349人の感染者、46人
の死亡者が確認されている。 
国内の感染状況については、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（第８回）において、クラスターの感染源が分からない感染者の増加が生
じている地域が散発的に発生しており、引き続き、持ちこたえているもの
の、一部の地域で感染拡大が見られ、今後、地域において、感染源が分か



3 

らない患者数が継続的に増加し、こうした地域が全国に拡大すれば、どこ
かの地域を発端として、爆発的な感染拡大を伴う大規模流行につながりか
ねないと評価されている。 
 一方で、海外の状況としては、令和２年３月 27日現在、新型コロナウイ
ルス感染症が発生している国は、南極大陸を除く全ての大陸に存在する状
況となっており、イランや欧米ではオーバーシュートの発生も確認されて
いる。また、こういった状況の中で、本年３月 19日以降、海外において感
染し、国内に移入したと疑われる感染者が連日 10 人を超えて確認されて
おり、また、これらの者が国内で確認された感染者のうちに占める割合も
13％（３月 11日―３月 18日）から 29％（３月 19日―３月 25日）へ増
加している。さらに、移入元の国については、流行当初は中華人民共和国
に集中していたが、現在では欧米を中心として多様化しており、輸入症例
の増加及び多様化の両面の影響を今後受ける可能性がある。 
 新型コロナウイルス感染症については、下記のような特徴がある。 
・ 一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染である
が、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下で
あれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあ
るとされている。 

・ 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間（換気
の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③
密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）
という３つの条件が同時に重なる場では、感染を拡大させるリスクが
高いと考えられる。 

・ 世界保健機関（World Health Organization: ＷＨＯ）によると、現時
点において潜伏期間は１-14日（一般的には約５日）とされており、ま
た、厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報など
も踏まえて、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察す
ることとしている。 

・ 新型コロナウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持
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続することが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多いことが報告
されている。 

・ 中国における報告（令和２年３月９日公表）では、新型コロナウイルス感
染症の入院期間の中央値は 11 日間と、季節性インフルエンザの３日間
よりも、長くなることが報告されている。 

・ 罹患しても約８割は軽症で経過し、治癒する例も多いことが報告されている。 
・ 重症度としては、季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報
告されている。中国における報告（令和２年２月28日公表）では、確定患者
での致死率は2.3%、中等度以上の肺炎の割合は18.5%であることが報告され
ている。季節性インフルエンザに関しては、致死率は0.00016%-0.001%程度、
肺炎の割合は 1.1%-4.0%、累積推計患者数に対する超過死亡者数の比は約
0.1％であることが報告されている。このように新型コロナウイルス感染症に
おける致死率及び肺炎の割合は、季節性インフルエンザに比べて、相当程度高
いと考えられる。また、特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化するリ
スクが高いことも報告されており、医療機関や介護施設等での院内感染対策、
施設内感染対策が重要となる。上記の中国における報告では、年齢ごとの死亡
者の割合は、60歳以上の者では６%であったのに対して、30歳未満の者では
0.2%であったとされている。 

・ 現時点では、有効性が確認された特異的な抗ウイルス薬やワクチンは
存在せず、治療方法としては対症療法が中心である。なお、現時点では
ワクチンが存在しないことから、新型インフルエンザ等対策政府行動計
画に記載されている施策のうち、予防接種に係る施策については、本基
本的対処方針には記載していない。その一方で、治療薬としては、いくつ
か既存の治療薬から候補薬が出てきていることから、患者の観察研究
等が進められている。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
・ 情報提供・共有及びまん延防止策により、各地域においてクラスター等
の封じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する。 
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・ サーベイランス・情報収集及び適切な医療の提供により、高齢者等を守
り、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす。 

・ 的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経済機能への
影響を最小限にとどめる。 

・ なお、対策は、感染者の増加に伴い不可逆的に進むものではなく、例え
ば、地域で感染者が確認された早期の段階で、クラスター等の封じ込め
及び接触機会の低減が奏功し、当該地域での感染者の発生が抑制された
場合には、強化した対策を適宜適切に元に戻す。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、以下のような、国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況
の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を
進めるとともに、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民にわかりやすい疫学解析情報の提供。  
・ 手洗い、咳エチケット等の基本的な感染対策の徹底。 
・ 風邪症状など体調不良が見られる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ電話で
相談することが望ましいことの呼びかけ。 

・ 厚生労働省が作成する「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診
の考え方」をわかりやすく周知。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等の関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連
携させ、かつ、ＳＮＳ等の媒体も積極的に活用することで、迅速かつ積極
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的に国民等への情報発信を行う。 
③ 政府は、民間企業とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十分
な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症の発生状況やクラスターの発生場所、規模等につ
いて迅速に情報を公開する。 

⑤ 外務省は、感染が拡大している国に滞在する邦人等への適切な情報提
供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する２週間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府への適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して独自のメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 地方公共団体は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）第 12条
に基づく医師の届出により疑似症患者を把握し、医師が必要と認める検査
を実施する。 

② 厚生労働省は、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機関におけ
る検査体制の強化を図る。また、都道府県は、医療機関等の関係機関により
構成される会議体を設けること等により、ＰＣＲ等検査の実施体制の把握・
調整等を図り、民間検査会社等を活用する。 
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③ 都道府県別にＰＣＲ等検査の実施人数や陽性者数、陽性率等の分析結果
を定期的に公表する。 

④ 厚生労働省は、感染症法第12条に基づく医師の届出とは別に、国内の流
行状況等を把握するため、既存のサーベイランスの効果的な利用やさらに
有効なサーベイランスの仕組みを構築する。仕組みの構築に当たっては現
場が混乱しないように留意する。 

⑤ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑥ 政府は、迅速診断用の簡易検査キットの開発を引き続き進める。 

 
（３）まん延防止 
① 都道府県は、まん延防止策として、クラスター対策及び接触機会の低
減を、地域での感染状況を踏まえて、的確に打ち出す。 

② 地方公共団体は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査に
より、個々の濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うとと
もに、感染拡大の規模を正確に把握する。 

③ 都道府県は、クラスターが発生しているおそれがある場合には、法第
24条第9項に基づき、当該クラスターに関係する施設の休業や催物（イ
ベント）の自粛等の必要な対応を要請する。これに関連し、国及び地方
公共団体間で緊密に情報共有を行う。 

④ 都道府県は、密閉空間、密集場所、密接場面という３つの条件が同
時に重なるような集まりについて自粛の協力を強く求めるとともに、全
国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない
場合は中止又は延期することを含め、主催者による慎重な対応を求める。
その上で、感染が拡大傾向にあり、オーバーシュートの予兆がみられる
などの地域では、期間を示した上で、外出や催物の開催の自粛について
協力を迅速に要請する。その結果、感染が収束に向かい始めた場合には、
感染拡大のリスクの低い活動から自粛の要請の解除を行うこととする。
特に大都市圏では、人口数及び人口密度が高く、交通の要所でもあるこ
とを踏まえて、十分な注意を払うこととする。 
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⑤ 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策にあたる専門家の確
保及び育成を行う。 

⑥ 厚生労働省は、関係機関と協力して、特に、感染拡大の兆しが見られ
た場合には、専門家やその他人員を確保し、その地域への派遣を行う。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、クラスター対策を抜本強化するという観点か
ら、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、都道府県は、管内
の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確かつ迅速に実施する
ため必要があると認めるときは、法第24条に基づく総合調整を行う。さら
に、都道府県は、クラスターの発見に資するよう、都道府県間の迅速な情報
共有に努めるとともに、政府は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要
があると認めるときは、法第20条に基づく総合調整を行う。なお、政府は、
感染症法第 12 条に基づく都道府県知事等から厚生労働大臣への報告が迅
速に行えるよう必要な支援を行う。 

⑧ 厚生労働省は、地方公共団体と協力して、医療施設や高齢者施設等におい
て職員が感染源とならないようにすることも含め、院内感染や施設内感染
対策を徹底するよう周知を行う。 

⑨ 文部科学省は、３月 24 日に策定した「新型コロナウイルス感染症に
対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」に関し、今後の感染拡
大の状況や専門家会議の見解を踏まえ、厚生労働省の協力を得つつ、学
校における感染防止や感染者が出た場合の対応、必要に応じ地域におけ
る臨時休業の在り方等に関し追加的な指針を策定する。都道府県は、学
校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導するとともに、
地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速やかに情報共有
する。 

⑩ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

⑪ 政府は、職場等における感染の拡大を防止するため、労働者を使用す
る事業者に対し、事業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動（手
洗い、咳エチケット等）の徹底、在宅勤務（テレワーク）や時差通勤、
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自転車通勤の積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状
が見られる労働者への出勤免除（テレワークの指示を含む。）や外出自
粛勧奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼
びかける。 

⑫ 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での感染
拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者のチェック・
健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引き続き実施する。
なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の
業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

⑬ 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必要
に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請等を行うととも
に、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

⑭ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29 条
の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停留に
利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留施設の
確保に努める。 

 
（４）医療 
① 厚生労働省は、地方公共機関や関係機関と協力して、感染拡大の状況
に応じ、以下のように、地域ごとに柔軟な医療提供体制を確保する。 
・ 現行では、帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来により、
適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者へ
の外来医療を提供すること。 

・ また、医師の判断により検査を実施し、患者が認められた場合には、感染
症法第19条に基づく感染症指定医療機関等への入院勧告・措置を実施し、
まん延防止を行いつつ、患者に対し、適切な医療を提供すること。 

・ 患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれが
あると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、重症者等に対する医
療提供に重点を移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし、
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電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握していくとともに、医師
が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて診療を行う体制を整備
すること。 

・ また、自宅療養とする際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等
への感染のおそれがある場合には、地方公共団体は、軽症者が宿泊施設等で
の療養を行うことや、同居家族が一時的に別の場所に滞在すること等、家族
内感染のリスクを下げるための取組を講じること。 

・ 患者が更に増加し帰国者・接触者外来での医療提供に支障をきたすおそれ
がある地域では、地域の感染状況や医療需要に応じて、帰国者・接触者相談
センターの体制を強化したうえで、帰国者・接触者外来を増設し、外来を早
急に受診できる体制を整備すること。 

・ さらに患者が増加し増設した帰国者・接触者外来での医療提供の限度を超
えるおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、必要な
感染予防策を講じた上で、一般の医療機関での外来診療を行うこと。 

・ こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を受診することでか
えって感染するリスクを高める可能性があることも踏まえ、症状が軽度であ
る場合は、自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化した場合に、かかり
つけ医等に相談した上で、受診するよう周知すること。 

② 厚生労働省は、地方公共団体や関係機関と協力して、オーバーシュー
トや今後の感染者の大幅な増加を見据え、必要に応じ、法第 31 条に基
づく医療等の実施の要請等も念頭におきつつ、以下のように、医療提供
体制の確保を進める。 
・ 例えば、新型コロナウイルス感染症の患者を優先的に受け入れる医療機関
の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うとともに、結核病床や一般の
医療機関の一般病床等の活用も検討し、ピーク時の入院患者を受け入れるた
めに必要な病床を確保すること。 

・ 専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必要な医療機器・物資等を
迅速に確保し、適切な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じて医師
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の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延期を
検討すること。 

・ 地域の診療所など一般の医療機関に勤務している医療従事者の派遣を
検討すること。 

・ 例えば、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医療機関及び産
科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス感染症への感染が疑わ
れる方への外来診療を原則行わない医療機関として設定すること。 

・ 地域でのオーバーシュートに備え、都道府県域を越える場合も含めた広域
的な患者の受入れ体制を確保すること。 

③ 厚生労働省は、この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、次の事項に取
り組む。 
・ 関係省庁と協力して、オーバーシュートの発生に備えて、感染症病床等の
利用状況について一元的かつ即座に把握可能とする仕組みの構築を進める
こと。 

・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機関の外来において、
一般の患者も含め、混雑を生じさせないよう、予約による診療や動線が適切
に確保された休日夜間急患センターの施設活用などを推進すること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよう、医
療通訳の整備などを、引き続き、強化すること。 

・ 関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬やワクチン等の開発を加速
すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、効果が期待される
ものについて、その効果を検証するための臨床研究・治験等を速やかに実施
すること。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の下で実
施されるよう、時期や時間に配慮すること。 

 
（５）経済・雇用対策 
 政府は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、新型コ
ロナウイルス感染症による内外経済や国民生活への影響を注意深く見極めな
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がら、機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を躊躇なく行うこととし、日
本経済を確かな成長軌道へと戻すための思い切った措置を講じていく。特に、
新型コロナウイルスの感染拡大により経済活動が縮小する中で影響を受けて
いるフリーランスを含め、様々な形態で働く方々の雇用や生活を維持すると
ともに、中小・小規模事業者や個人事業主の方々が継続して事業に取り組め
るよう制度を整える。 
 
（６）その他重要な留意事項 
１）人権等への配慮 
① 政府は、患者・感染者や対策に携わった方々等の人権に配慮した取
組を行う。 

② 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け入れ支援
やいじめ防止等の必要な取組を実施する。 

③ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の
自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者
などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。 

２）物資・資材の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じて、マスクや消毒薬、食
料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、政府は、
感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、人工呼
吸器等の必要な物資を国の責任で確保する。例えば、マスク等を国で
購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布することや、感染拡
大防止策が特に必要と考えられる地域において必要な配布を行う。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資を確保するため、
国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）第26条第１項を適
用し、マスクの転売行為を禁止するとともに、過剰な在庫を抱えることの
ないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政府は、繰り
返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬の原薬を含む医薬品、
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医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努めるとともに、国産
化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進にあたっては、地方公共団体等の関係者の意見
を十分聞きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含めすべて
の部局が協力して対策にあたる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かして
いくとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける
国・地域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

４）社会機能の維持 
① 指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水道、公共交通、
通信等の維持を通して、国民生活及び国民経済への影響が最小となるよう
公益的事業を継続する。 

② 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

③ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブルなどを防止するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

④ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）その他 
① 今後の状況が、緊急事態宣言の要件に該当するか否かについては、
海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者やクラス
ターの発生状況等の国内での感染拡大の状況を踏まえて、国民生活及
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び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府
対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上
で総合的に判断することとする。 

② 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言するにあ
たっては、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で行
う。 

 



新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針（案） 

令和２年３月  日 

新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部 

 新型コロナウイルス感染症は、全国的に感染者が増加しており、本県においても、 

爆発的な感染拡大が否定できない状況である。感染の拡大防止と県民生活と事業活動

の安定、さらには、爆発的感染発生時の医療崩壊を回避するため、３月２８日に国が

示した基本的対処方針を踏まえ、県は、当面、次の方針で対応する。 

１ まん延防止対策 

（１）県民への広報

〇 ホームページの特設サイト「新型コロナウイルス感染症対策」などを通じて、 

予防法、患者の発生状況、感染を疑う場合の対応、専門ダイヤルや帰国者・接触 

者相談センター等の各種窓口、医療機関の状況など、総合的な情報発信に努める。 

〇 特に、情報基盤「コロナモニタリングボードかながわ」を通じて収集した医療 

機関の情報については、県民に広く情報提供を行う。 

〇 県民一人ひとりにあった、きめ細かな情報の発信を行う、LINE 公式アカウン 

ト「新型コロナ対策パーソナルサポート」の普及促進に努める。

〇 感染拡大の状況に応じ、次のような感染拡大防止対策を呼びかける。 

・ 「密閉」「密集」「密接」を避ける行動をすること

・ 人混みへの不要不急の外出を控え、仕事についても、なるべく自宅でできる

よう工夫すること

・ 人が集まるイベントの延期や中止、開催方法の工夫などの検討を行うこと

（２）県機関における取り組み

〇 感染拡大の状況に応じて、期間を定め、感染防止対策の徹底を図る。 

・ テレワークや時差出勤の積極的な活用

・ イベントの中止、延期、縮小

・ 県民が来庁しなくてもすむように、郵送等による提出を周知

〇 県立学校においては、国のガイドライン等に基づき、休業、行事等の規模の縮 

小等、必要な措置を講じる。 

２ サーベイランス・医療の提供 

（１）検査体制の充実

〇 保健所設置市と連携し、ＰＣＲ検査の実施体制の充実に努める。 

県衛生研究所が理化学研究所と共同で開発したスマートアンプ法による迅速 

な検査の実施を進める。 

〇 さらなる感染の拡大に対応できるよう、民間の検査機関等も含め、検査体制の 

拡充に努める。 

資料３



（２）医療供給体制の確保 

 〇 専門相談ダイヤル、帰国者・接触者相談センター、帰国者・接触者外来、感染 

症指定医療機関の連携による適切な医療供給体制の確保に努める。 

 〇 感染が拡大して、フェーズ１（移行期）やフェーズ２（まん延期）となった事  

態に備え、県本部の統制部に設置した調整本部が、中等症患者は重点医療機関 

（240～2,500 床を段階的に確保）で、重症者は高度医療機関（60～300 床程度 

を段階的に確保）で、軽症者は自宅又は宿泊施設で、それぞれ対応できるよう県    

が患者受入や搬送等の調整を行う、いわゆる「神奈川モデル」の早期の確立に  

向け、関係機関との調整に努める。 

 〇 LINEを活用した個別相談「新型コロナ対策パーソナルサポート」に登録された 

情報を科学的に分析し、その結果を医療供給体制の整備等の検討に活用する。 

 〇 神奈川モデルの整備や、感染の爆発的拡大時の医療崩壊を防ぐため、保健所設 

置市や医療関係団体との連携体制の強化に努める。 

 〇 病院等での従事者やその家族などへの偏見や風評被害を防止するための啓発 

に努め、社会全体で医療従事者等を応援するムーブメントを起こす。 

 

３ 経済・雇用対策 

 〇 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への「経営相談窓口」

での相談対応や、制度融資を活用した金融支援などにより、中小企業の経営安定

化に努める。 

 〇 企業における雇用への悪影響を回避するため、国と連携して、企業への啓発や 

各種助成金の周知などに努める。 

 

４ 物資・資機材の確保 

 〇 医療機関や社会福祉施設、教育機関などで不足するマスクや消毒液などの物資 

について、国や他の自治体、協定事業者への要請などにより調達、供給に努める。 

 

５  本部体制の充実 

 〇 特措法に基づく本部体制の下、全庁が緊密に連携して、新型コロナウイルス 

感染症対策に取り組む。 

 〇 特に、今後の爆発的感染拡大に備え、県内の医療資源の総合調整を担う統制部   

（調整本部）の体制について、保健所設置市からの職員派遣を受けるなど、県内   

自治体を含む関係機関との連携を推進し、体制の充実に努める。 

 

６ その他 

 〇 避難所の間仕切りシステムの備蓄など、自然災害発生時も見据えた新型コロナ 

ウイルス感染症対策を進める。 

 〇 本方針に定めた、対策や体制については、状況の変化に応じて、更なる強化や、 

  通常に戻すなど、柔軟に対応する。 



新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針（案） 

新型コロナウイルス感染症については、２月 25 日付けで国の基本方針が示された

ところだが、感染拡大を防ぎ、感染の流行を早期に終息させるためには、徹底した対

策を講じる必要がある。 

県では、２月 26 日から３月末までの間を、感染拡大防止に向けて極めて重要な時

期ととらえ、基本方針を定め、下記の項目に取り組んできた。 

一方、本県を含め、全国で感染者の数は、増加しており、国も３月 20日、専門家会

議の見解を踏まえ、換気が悪く、多くの人が密集し、近距離での会話や発声が行われ

るという３つの条件が重なる場を避ける行動を継続することや、大規模イベントにつ

いて主催者がリスクを判断して慎重な対応を求める旨の考え方を示したところであ

る。 

こうした状況を踏まえ、県として最大限の感染防止対策を継続する必要があるため、 

本方針の対象期間を、当面、４月 24日まで延長することとする。 

 なお、事態の更なる進展や事態の収束、国の緊急事態宣言や対策方針の変更など、

状況の変化があった場合には、本方針の充実や見直しなど、柔軟に対応する。 

１ 職員向け対策 

〇最悪の事態を回避するため、全職員が率先してテレワークを実施する 

・ 原則として全職員がテレワークを実施し、県民対応等の状況から困難な場合

は、拡大時差出勤や年次休暇（時間休を含む）取得など、感染拡大防止に向け

て柔軟な対応を図る。

○勤務時間外も感染拡大の防止を意識して行動する

・「換気の悪い密閉空間」「多くの人の密集する場所」「近距離での密接した会

話」の３つの「密」を避ける

・休日や休暇取得日においても不要不急の外出を避ける など

２ 県立学校向け対策 

  別添資料１「１ 県立学校における対応について」 

３ イベント等の実施の扱い 

別添資料２「イベント等の実施の扱い」

４ 来庁者への対応 

県民や事業者の皆様ができるだけ来庁しなくてすむように、県への提出物等に 

ついて、郵送やインターネットによる提出を周知・要請する。

問合せ先

【１､４】総務局副局長兼総務室長 河鍋 電話 045-210-2101 
【２】 教育局副局長 田代 電話 045-210-8005 
【３】 知事室広報戦略担当課長 大塚 電話 045-210-3650 

くらし安全防災局管理担当課長 青木 電話 045-210-3411 

令和２年２月26日策定 

令和２年２月28日改定 

令和２年３月11日改定 

令和２年３月24日改定 

令和２年３月26日改定 

令和２年 月 日改定
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現在の新型コロナウイルスの状況をふまえた 

県教育委員会の対応（令和２年３月 30日現在） 

 

 

 

１ 県立学校における対応について 

 

（１）現時点において、県立学校については、４月６日の始業日以降２週間程度、

臨時休業とする。 

 

〇 ただし、 

・入学式は卒業式と同様に、規模の縮小や時間を短縮して実施する。 

・また、４月６日の週及び４月 13日の週に、各学年別等で登校日を設け、

必要な連絡、指導等を行う。 

 

（２）その後、状況の推移を見定めながら、学校再開に向けて、学年別の分散登

校（一週間に１、２回程度の登校）、時差通学及び短縮授業など、教育活動

を段階的に再開していくことを検討する。 

 

（３）また、この方針は、今後の本県の感染状況及び国の専門家会議の意見によ

る対応等により変更することがある。 

 

 

 

２ 社会教育施設における対応について 

 

４月以降も当分の間休館とする。 

 

別添資料 １ 
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イベント等の実施の扱い 

 
新型コロナウイルス県内感染のまん延防止の取組方針（令和２年２月 18 日統括危

機管理官等連名通知）では、『不要不急のイベント等は、規模の縮小、時間の短縮、延

期、中止、代替手段への切り替えを検討し、当初日程での実施が避けられないものは、

県職員はマスク着用の上で対応、参加者には「手洗い、うがい、マスク」など感染防

止を徹底させたうえで実施する。』こととした。 
こうした中、令和２年２月 25 日（火）に国の新型コロナウイルス感染症対策本部

が決定した新型コロナウイルス感染症対策の基本方針では、「まさに今が、今後の国

内での健康被害を最小限に抑える上で極めて重要な時期である。」とされた。 
 また、３月 20 日（金）に、国が示した考え方でも、大規模イベントについては引

き続き慎重な対応を求めるとしている。 
そこで、令和２年４月 24 日（金）までに県が主催するイベント等については、次

のとおりとする。 
（１）県民が参加するイベント等 

不特定多数の方が集まるイベント等は、原則、中止又は延期とする。 
ただし、開催せざるを得ないイベントは、感染症拡大予防策（※）を施し 

たうえで開催することができる。 
なお、卒業式、資格試験など、参加者が特定され、かつ、開催を中止・延 

期することが困難なものは、参加者に十分注意喚起を行い、感染症拡大予防 
策（※）を施したうえで開催することができる。 

（２）会議・研修等 

不要・不急の会議・研修等については、原則、中止又は延期とする。 
なお、開催せざるを得ない会議・研修等は、まず電子会議への切替え、書 

面開催を検討し、難しい場合には、規模の縮小、時間の短縮等を行い、感染 
症拡大予防策（※）を施したうえで開催することができる。 

 
※感染症拡大予防対策 

〇発熱・せき等、かぜの諸症状が見られる方の参加見合わせ 
〇参加者への手洗い、うがい、マスクの着用の徹底（主催者の県職員含む。） 
〇入場時のアルコール消毒液の設置 
〇濃厚接触解消の工夫 
この他、３月 19 日（木）の国の専門家会議で示された次の見解を踏まえる。 
〇人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策 
〇密閉、密集、密接場面など、クラスター感染発生リスクが高い状況の回避 
〇感染発生の場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力 
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